
 

 

事 業 主  各位 

青森労働局長登録教習機関【登録番号 第７４号】 

公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 青森県支部 

（略称：建荷協） 

令和８年度 高所作業車運転技能講習開催のご案内 

「作業床の高さ 10 メートル以上の高所作業車の運転業務」は、就業制限により運転技能

講習の修了者でなければ就業できません。令和 8年度の講習は下記にて開催予定です。 

1. 日程と開催地〔令和 8年 4月～11月〕 

第 1回  令和 8年 4 月 17日（金）～ 18 日（土）  八戸 

第 2回  令和 8年 5 月 22日（金）～ 23 日（土）  青森 

第 3回  令和 8年 6 月 12日（金）～ 13 日（土）  八戸 

第 4回  令和 8年 7 月 24日（金）～ 25 日（土）  八戸 

第 5回  令和 8年 9 月 4日（金）～  5 日（土）  八戸 

第 6回  令和 8年 10 月 16日（金）～ 17 日（土）  八戸 

第 7回  令和 8年 11 月 13日（金）～ 14 日（土）  八戸 

2. 会 場 

 青   森 八   戸 

学 科 

青森市はまなす会館 

青森市問屋町 1丁目 10－10 

TEL 017－738－4821 

青森県トラック協会 三八地区研修センター 

八戸市長苗代字化石 26－11 

TEL 0178－28－2131 

実 技 

トヨタＬ＆Ｆ青森(株) 

青森市第二問屋町 4丁目 8－32 

TEL 017－762－1149 

トヨタＬ＆Ｆ青森(株)八戸営業所 

八戸市北インター工業団地 1丁目 100－9 

TEL 0178－79－2249 

3. 受講コース、受講資格、受講料・・・別紙「1－1」をご参照下さい。 

〔講習の開始、終了予定時間〕※遅刻者は受講できませんのでご注意下さい。 

第 1日目（学科）：14時間コースは 8時 30分～18時、12時間コースは 10時 30分～18時 

第 2日目（実技）：全コース 8時 30分～16時 

※学科講習終了後、筆記試験を行います。筆記用具（鉛筆、消しゴム等）をご持参下さい。 



 

 

 

4. 申込方法 

イ．建荷協青森県支部ホームページより WEB 申込み又は FAX にて予約受付致しますので、 

受講申込書と証明書写しをお送り下さい。 

ロ．受講申込書原本は下記添付書類とともに当協会へ郵送してください。 

ハ．受講票は受講日のおよそ 1ヵ月前に送付致します。当日ご持参ください。 

ニ．受講料は受講票が到着しましたら、講習日 10日前までに下記口座へお振込み下さい。 

添付書類 

■ 写真 1枚（縦 30mm×横 24mm）を申請書に貼付。写真は証明写真専用撮影

機、証明写真撮影店舗で撮影したもの、又は同等の品質のものとし、裏面

に氏名記入の上、貼付すること。写真に傷がつくのでクリップで留めない

でください。この写真がそのまま修了証にプリントされます。6か月以内

に撮影した上三分身、正面脱帽、無背景の写真とすること。 

■ 受講資格を証明する自動車運転免許証、技能講習修了証等。 

申 込 先 

青森労働局長登録教習機関〔登録番号第 74 号〕 

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 青森県支部 

〒030－0902 青森市合浦 1丁目 10－7 

TEL 017－765－5432  FAX 017－765－5433 

振 込 先 

青森みちのく銀行 浪打中央支店 普通預金 口座№３０８５６０９ 

（フリガナ）ケンニキョウ 

（な ま え）建 荷 協 

インボイス領収書が必要な方は、申込書を送付する際に

メモを入れてください。 

5. その他 

イ．受講当日、本人確認のための公的書類の提示が当局から指導されていますのでご持参下さい。 

【顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる公的書類の原本。特別教育は不可です。】 

ロ．受講者は実技のための作業服(長袖、長ズボン)、保護帽(ヘルメット)、要求性能墜落制止用器

具、安全靴、合羽、防寒具等をあらかじめ用意して下さい。（詳細につきましては学科研修後

に説明します。） 

ハ．修了試験が不合格になった場合は、一度に限り別途 5,500 円(税込)で補講・再試験ができます。 

ニ．実技講習に支障を及ぼすような悪天候の場合には、実技日程を変更する場合があります。 

  



 

 

別紙「1－1」 

◎受講コース、受講区分、受講料 

受講コース 受講区分 受講料 

14 時間 

学科 8 時間 

実技 6 時間 

１．建設機械施工技術検定に合格した者

(1級、2級第 1種～6種) 

受講料：39,600円(内消費税 3,600円) 

ﾃｷｽﾄ代： 2,200円(内消費税 200円) 

合 計：41,800円(内消費税 3,800円) 

２．大型特殊自動車免許、大型自動車免

許、中型自動車免許、準中型自動車免

許、普通自動車免許を有する者 

３．下記のいずれかの運転技能講を 

修了した者 

フォークリフト、ショベルローダー

等、車両系建設機械(整地・運搬・積込

み用及び掘削用)、車両系建設機械(基

礎工事用) 

12 時間 

学科 6 時間 

実技 6 時間 

４．移動式クレーン運転士免許を 

取得した者 受講料：37,400円(内消費税 3,400円) 

ﾃｷｽﾄ代： 2,200円(内消費税 200円) 

合 計：39,600円(内消費税 3,600円) 
５．小型移動式クレーン運転技能講習を 

修了した者 


